
一 般 競 争 入 札 公 告

沖縄県が発注する航空灯火制御機器の点検及び修繕業務委託について一般競争入札に付

するので、次のとおり公告する。

平成３１年４月１９日

沖縄県知事 玉城 康裕

１ 一般競争入札に付する事項

⑴ 件 名 航空灯火制御機器の点検及び修繕業務委託

⑵ 契 約 の 内 容 沖縄県管理空港飛行場灯火電気施設の保守点検業務及び修繕業務を

行う。その他詳細については仕様書による。

⑶ 業務実施場所 粟国空港内、久米島空港内、慶良間空港内、宮古空港内、多良間空

港内、新石垣空港内、波照間空港内、与那国空港内、北大東空港内

、南大東空港内

⑷ 期 間 契約締結日から平成３２年３月３１日まで

２ 一般競争入札参加資格要件

本件に係る入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

⑴ 沖縄県内において、本社（店）または支社（店）を有すること。

⑵ 沖縄県の平成 31・32 年度建設工事入札参加資格者名簿への登録があること。

⑶ 過去 5 年以内に宮古空港、下地島空港、新石垣空港、那覇空港のうち、いずれか

一つ以上に該当する空港の定電流調整装置(CCR 本体、出力装置、CCT 本体を含む)

及び運用卓並びに監視卓の保守点検業務について通算１年以上の実績を有すること。

⑷ 過去 5 年以内に進入角指示灯及び滑走路末端識別灯の保守点検業務について通算

１年以上の実績を有すること。

上記でいう「進入角指示灯」及び「滑走路末端識別灯」とは、航空法施行規則第 114
条で定義されているものをいう。

⑸ 次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該委託に専任で配置できること。

ア 1 級又は 2 級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であ

ること。

イ 宮古空港、下地島空港、新石垣空港、那覇空港のいずれか一つ以上に該当する

空港の定電流調整装置(CCR 本体、出力装置、CCT 本体を含む)、運用卓及び監視

卓の保守点検業務について通算１年以上の実務実績を有すること。

ウ 進入角指示灯及び滑走路末端識別灯の保守点検業務について通算１年以上の実

務実績を有すること。

エ 競争に参加しようとする者との間で、3 ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関



係があること。

⑹ 以下の要件を満たすものを当該委託に配置できること。

ア 第一種電気工事士又は第二種電気工事士の有資格者（1 名以上）

３ 一般競争入札に参加することができない者

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する者

及び同条第２項各号に該当すると認められる者で、その事実があった後２年間の範囲

内で知事が定める入札参加停止期間を経過していないもの。

⑵ 競争入札参加資格登録申請書の提出期限の日から入札の日までの間において、

沖縄県の指名停止、又は指名除外の措置を受けた者。

⑶ 競争入札参加資格登録申請書の提出期限の日及び入札期日以前６ヶ月以内に、

取引銀行において不渡手形及び不渡小切手を出した者。

⑷ 会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）に基づき、更生手続き開始の申し立てが

なされている者（会社更生法の適用を受けた者を除く）。

⑸ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がある者。

⑹ 次の各号に該当する者。

ア 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力

（以下「暴力団等反社会勢力」という。）

イ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体。

ウ 法人でその役員のうち暴力団等反社会勢力に属する者がいる。

４ 入札参加資格の申請法等

⑴ 申請の方法

当該業務の入札参加を希望する者は、次に掲げる書類を（２）に掲げる場所に直接

持参又は郵送（電送（メールやファクシミリ等）を除く）により提出し、競争入札参

加資格の確認を受けなければならない。

ア 一般競争入札参加資格登録申請書

イ 沖縄県の平成 31・32 年度建設工事入札参加資格者名簿への登録があることを証

する書類

ウ 平成 25 年度以降の宮古空港、下地島空港、新石垣空港、那覇空港のうち、いず

れか一つ以上に該当する空港の定電流調整装置に関する保守点検業務実績を証する

書類

エ 平成 25 年度以降の進入角指示灯及び滑走路末端識別灯の保守点検業務実績を

証する書類

オ 業務に従事するものの職氏名及び 2 ⑸、⑹と同等以上の資格を有することを証す

る書類

⑵ 申請書及び契約条項等の入手方法

沖縄県電子入札ポータルサイト内、入札情報システムからダウンロード

(https:/www.ep-bis.supercals.jp/ebidPPIPublish/EjPPIj?KikanNO=4700000）



ア 期間 この公告の日から平成３１年５月１３日（月）午後５時までとする。

イ 場所及び問い合わせ先 沖縄県土木建築部空港課

〒 900-8570 沖縄県那覇市泉崎 1 丁目 2 番地 2
電話番号 098-866-2400

⑶ 申請の時期

この公告の日から平成３１年５月１３日（月）午後５時までとする。

⑷ 申請書等に使用する言語

申請書等に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。

５ 資格審査結果の通知

資格審査結果は、平成３１年５月１５日（水）までに電話又は書面にて通知する。

６ 資格の有効期間

この公告に基づき資格を取得した日から契約締結日までとする。

７ 資格審査申請事項の変更

入札参加者の資格を有する者は、当該資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があ

ったときは、遅滞なく資格審査申請事項変更届を提出しなければならない。

⑴ 商号又は名称

⑵ 住所又は所在地

⑶ 氏名（法人にあたっては、代表者の氏名）

⑷ 使用印鑑

⑸ 法人にあっては資本金

⑹ 電話番号

８ 資格の取消し等

⑴ 入札参加の資格を有する者が３に該当するに至った場合においては、当該資格を取

り消し、又はその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。

⑵ 資格取消の通知 入札参加資格を取り消したときは、当該資格者にその旨を通知す

る。

９ 入札の日時及び場所

入札書は、電子入札ステムにより平成３１年５月１６日（木）午前９時から午後５時

までに提出すること。ただし、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を

得たうえで、平成３１年５月１６日（木）午前９時から開札日時までに上記４．（２）

あて持参すること。（郵送による提出は不可）

開札は、平成３１年５月１７日（金）午前１０時、沖縄県にて行う。



１０ 入札保証金

入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則（昭和４７年沖縄県規則第１２号）

第１００条の規定により、見積る契約金額の１００分の５以上の入札保証金又はこれ

に代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の（１）又は（２）のいずれかに

該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

⑴ 保険会社との間に本県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書

を提出する場合。

⑵ 過去２箇年の間に国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は本県若しくは

本県以外の地方公共団体と同種、同規模の契約を数回以上締結し、これらを全て

誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合。

１１ 入札の無効

次の入札は、無効とする。なお、無効入札をした者は、再度の入札に加わることが

できない。

⑴ 入札参加資格のない者の行った入札

⑵ 同一人物が同一事項について行った２通以上の入札

⑶ ２人以上の者から委任を受けた者が行った入札

⑷ 入札書の表記金額を訂正した入札

⑸ 入札書の表記金額、氏名、印章又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札

⑹ 入札条件に違反した入札

⑺ 連合又はその他不正の行為があった入札

⑻ 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札

⑼ 委任状を持参しない代理人の行った入札

１２ 落札者の決定方法

⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって

申込みをした者を落札者とする。

⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札

者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札

者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代え

て当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

⑶ 落札者がいない場合は直ちに再入札を行う。入札回数は３回（１回目の入札を

含む）までとする。

⑷ 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第１６７条の２

第１項第６号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。

１３ その他

⑴ 落札者は、入札参加資格確認申請書において申請した技術者を本業務に配置する

こと。

⑵ その他詳細については、入札説明書による。



⑶ 申請書及び資格確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

⑷ 契約担当者は、提出された申請書及び資格確認資料を、競争参加資格の確認以外

に提出者に無断で使用しない。

⑸ 提出された申請書及び資格確認資料は返却しない。

⑹ 提出期限以降における申請書及び資格確認資料の差し替え及び再提出は認めな

い。

⑺ 申請書及び資格確認資料の受理後、書類内容を審査し、書類の記載漏れや添付漏

れがあった場合は、競争参加資格無しとなり、入札に参加できなくなることがある。

⑻ 本業務の一部を他社に委託する場合は、県の承諾を得なければならない。

なお、「指名停止措置を受けている者」、「暴力団又は暴力団と密接な関係を有す

る者」への委託については承諾しない。


